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※申請内容又は調査費用に変更があった場合、又は中止しようとするときは別途変更申請が必要

です。 

事前相談 相談支援 

交付申請 

利活用可能性調査着手 

（助成金交付決定後に着手してください） 

助成金（不）交付決定 

（助成金（不）交付決定通知書を送付します） 

調査完了の報告 

（実績報告書及び関係書類を提出） 

報告書類の審査・現地確認 

助成金の確定 

（確定通知書を送付します） 

助成金の請求 

（交付請求書を提出） 
助成金の支払い 

受付書類の審査 


